
水産業競争力強化緊急事業業務要領（別添 13） 
 

水産庁長官承認 令和７年４月 14日  
施行 令和７年４月 25日 
施行 令和８年３月 10日 

 
 
○遊漁船安全設備導入支援事業 

 

（事業実施者） 

第１条 本事業の事業実施者は、遊漁船業の適正化に関する法律（昭和 63 年法律第 

99 号。以下「遊漁船業法」という。）第３条第１項に基づく登録を受けた遊漁船業者

（以下「遊漁船業者」という。）であって、第１号から第３号の全てを満たす、遊漁

船の利用者（以下「利用者」という。）の安全性の向上を図り、資源管理の取組みを

行う者とする 。 

（１）利用者の安全性向上のため、遊漁船に業務用無線設備、非常用位置等発信装置及

び改良型救命いかだ等（以下「安全設備」という。）の導入を実施する者 

（２）事業実施者が営業する地域に遊漁船業法第 28条第１項に基づく協議会又は海面

利用協議会が組織された場合、当該協議会に加入し、利用者の安全の確保及び漁

場の安定的な利用関係の確保に資する取組等を推進する者 

（３）遊漁採捕量等報告システムにより、利用者が採捕した水産動植物について、水産

庁に報告を行う者。 

２ 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する者は、事業実施者としない。 

（１）遊漁船に導入しようとしている安全設備を当該遊漁船に既に設置している者。  

（２）事業実施計画の承認申請日以前１年の間に遊漁船業法等に違反したことが確定

した者。なお 、その起算は、確定した法令違反等の発生日から１年とする。 

 

（助成対象機器等と助成対象経費） 

第２条 

１ 助成対象機器 

本事業において助成の対象となる安全設備は、処分制限期間が５年以上のものとし、

１事業実施者につき１設備までとする。 

（１）業務用無線設備 

業務用無線設備（VHF 無線電話、MF 無線電話等）。 

（２）非常用位置等発信装置 

非常用位置等発信装置 (衛星非常用位置指示無線標識（EPIRB）又は船舶自動識別

装置（AIS）) 。ただし、EPIRB は AIS-SART 機能を有するものに限り、AIS には簡

易型 AIS を含む。  



（３）改良型救命いかだ等 

改良型救命いかだ等（乗り移り時の落水危険性を軽減する措置が講じられた救命い

かだ又は内部収容型救命浮器）。ただし、改良型救命いかだ等には乗込装置を含む。 

２ 助成対象経費 

（１）助成対象経費は、前項の機器本体価格の１／２以内（下取価額を控除し、消費税

を除く。）を助成する。また、助成金の上限額は、業務用無線設備は６万円以内、

非常用位置等発信装置は 12万円以内、改良型救命いかだ等は 75万円以内とし、機

器等本体価格以外の経費は一切認めない 。 

（２）前号の規定にかかわらず、国が実施する他の事業による助成等の支援を受け、又

は受けることとなっている安全設備の導入にかかる経費については、助成の対象外

とする。 

３ 事業適用期間 

本事業による機器等の導入は、助成金交付決定の日から令和９年３月 31 日までに

完了するものとする。ただし、やむを得ない事情により機器等の導入が令和９年３月

31 日までに完了しないと水漁機構が認める場合には、水漁機構が定める期日までに

完了するものとする。 

 

（事業実施者からの応募） 

第３条 本事業を実施しようとする事業実施者は、特定非営利活動法人 水産業・漁村

活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）が定める期日までに「遊漁船安全設備

導入支援事業実施計画承認申請書」（別記様式第９－１号。以下「計画承認申請書」

という。）、「事業実施者の概要と実施計画」（別記様式第９－１号の別添。）及び見積

書等の水漁機構が定める書類を水漁機構に提出する。 

 

（遊漁船安全設備導入支援事業実施計画の承認及び交付決定） 

第４条 水漁機構は、前条の応募があった場合には、事業実施者から提出された計画承

認申請書の内容が以下の要件に適合することを確認する。 

（１）申請者が第１条に定める事業実施者であること。 

（２）安全設備の導入にあたり第２条に定める助成対象経費であること。 

２ 水漁機構は、事業実施者から提出された計画承認申請書の内容が適切であると認め

られた場合には「遊漁船安全設備導入支援事業実施計画承認通知書」（別記様式第９

－２号）を通知する。 

３ 通知を受けた事業実施者は、「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金交付申請書」

（別記様式第９－３号）により、水漁機構へ交付申請を行い、水漁機構は申請内容を

確認した上で、「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金交付決定通知書」（別記様式第

９－４号）を通知する。 



４ 水漁機構が定める期間に提出された前条の応募における本事業の助成要件を全て

満たした安全設備の導入に係る助成額の合計が予算額を超えた場合、事業実施者の選

定は、抽選その他水漁機構が別に定める方法（以下「抽選等」という。）により行う

ものとする。このとき、改良型救命いかだ等について申請した者のうち、改良型救命

いかだ等の搭載を要しない方法で利用者の安全性を確保できる者については、事業実

施者を選定するための抽選等から除外するものとする。 

５ 第２項の承認後に生じた遊漁船安全設備導入支援事業実施計画の変更は、第１項か

ら第３項までの規定に準じて行うものとする。 

 

（事業結果の報告及び助成金の請求） 

第５条 事業実施者は､事業終了後、｢遊漁船安全設備導入支援事業実績報告書｣（別記

様式第９－５号）、「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金精算払請求書」（別記様式

第９－６号）のほか、証拠書類を添えて、水漁機構へ提出する。 

２ 事業実施者からの助成金の請求は、基本的には一括精算払とするが、事業途中で

概算払を請求することができる。概算払については、事前に水漁機構と協議し、水

漁機構が適当と認めた場合に「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金概算払請求書」

（別記様式第９－７号）をもって請求できる。 

 

（実施状況等の確認） 

第６条 事業実施者は、遊漁船安全設備導入支援事業実施計画の実施状況について、本

事業実施後、水漁機構が定める期日までに前条第１項に基づく実績報告書等を、水漁

機構に提出するものとする。 

２ 水漁機構は、前項による実績報告書等を確認するほか、必要に応じ、現地において

これを確認するものとする。 

３ 水漁機構は、前項による現地における実施状況の確認を終えたときは、その確認結

果について、速やかに事業実施者に通知するものとする。  

 

（助成金の交付） 

第７条 水漁機構は、第５条第１項の実績報告書等の提出を受け、事業実施内容を確認

したのち、事業実施者に対し、「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金の額の確定通

知」（別記様式第９－８号）により、助成金の額の確定と支払の通知を行うとともに、

金融機関に開設した事業実施者の口座に助成金の支出を行う。 

 

（導入する機器等に係る管理） 

第８条 事業実施者は、「機器等の管理台帳」を作成するとともに、その他必要に応じ、

関係書類を整備保管すること等により、適正な管理運営を行わなければならない。 



 

（事業の中止等） 

第９条 事業実施者は、事業を中止又は廃止する場合、並びに交付決定後に生じた事由

により、補助事業を継続する必要がなくなった場合は、「遊漁船安全設備導入支援事

業費助成金の中止等申請書」（別記様式第９－９号）を水漁機構に提出しなければな

らない。 

 

（事業実施後の事業内容変更） 

第 10 条 事業を実施した事業実施者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あら

かじめ「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金の変更承認申請書」（別記様式第９－

10号）により、水漁機構と協議し変更の承認を受けなければならない。 

（１）事業実施者を変更しようとする場合 

（２）機器等又はその設置（管理）場所を変更しようとする場合 

（３）その他水漁機構が変更申請の必要があると認めた場合 

２ 水漁機構は、前項の承認をする場合において、「遊漁船安全設備導入支援事業費助

成金の変更承認通知書」（別記様式第９－11号）により、必要に応じ交付決定の内容

を変更し、又は条件を付することができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第 11 条 水漁機構は、第９条の規定による申請があった場合又は次の各号のいずれか

に該当する場合は、第４条の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は

変更することができる。 

（１）事業実施者が、法令、業務要領又は業務要領に基づく処分又は指示に違反した場   

  合 

（２）事業実施者が、助成金を本事業以外の用途に使用した場合 

（３）事業実施者が、事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした

場合 

２ 水漁機構は、前項の規定により交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更し

た場合は、「遊漁船安全設備導入支援事業費助成金交付決定取消通知書」（別記様式第

９－12 号）により、当該交付決定の全部若しくは一部の取消し又は変更を受けた事

業実施者に対し、その旨を通知するものとする。 

 

（事業実施者への指導等） 

第 12 条 水漁機構は、本事業の実施に関して、事業実施者に対し指導及び監督を行う

ものとする。 

 



（その他） 

第 13 条 この業務要領に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項について

は、水漁機構が定める。 

２ 事業実施者は、本事業の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに水漁機構に協議

しなければならない。 

 

附 則（令和７年４月 25日） 

この業務要領は、令和７年４月 25日から施行する。 

附 則（令和８年３月 10日） 

この業務要領は、令和８年３月 10日から施行する。 


